
大磯町農作物鳥獣被害対策補助金の手続きの流れ 

 補助金申請の際は、下記の手順で手続きをお願いします。不明な点がある場合は、購入前に

産業観光課まで御相談下さい。 

 

 １．資材の購入・設置 

 

 

 

２．補助金交付申請書の提出 

※次の書類を添付 

 (1) 農地の所有権や利用権が分かる書類 

(2) 有害鳥獣防除用資材を設置した農地の地番を記載した位置図 

(3) 有害鳥獣防除用資材を設置した農地の写真 

(4) 購入した有害鳥獣防除用資材の領収書等の写し又はそれに相当するもの 

(5) 購入した有害鳥獣防除用資材の内訳が分かる書類 

(6) その他町長が必要と認める書類 

 

 

 

３．補助金交付決定通知兼確定通知書の受領 

 

 

 

４．補助金交付請求書の提出 

 

 

 

５．補助金が町から交付（口座振り込み） 

 

 

 


